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 千葉県市町村総合事務組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業

主行動計画（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１９条第

１項の規定に基づき、千葉県市町村総合事務組合長、千葉県市町村総合事務組

合議会議長、千葉県市町村総合事務組合代表監査委員及び千葉県市町村公平委

員会が策定する特定事業主行動計画である。 

 

１ 計画期間 

  令和８年４月１日から令和１８年３月３１日までの１０年間とし、計画期

間は次のとおりとする。 

  当該計画は、期間ごとに見直しを行う。 

 （第３次計画）令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

 （第４次計画）令和１３年４月１日から令和１８年３月３１日までの５年間 

 

２ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

  組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、また、全職員が仕事

と生活を両立しやすい職場環境を整備するため、総務課において、本計画の

策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・

評価等を行うこととする。 



 

３ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

  法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に

基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第

６１号。）第２条に基づき、女性職員の職業生活における活躍に関する状況

を把握し、改善すべき事情について分析し、女性職員の活躍を推進するた

め、次の目標を設定する。 

（１）時間外勤務の縮減 

   令和１２年度までの各年の平均時間外勤務時間数を第２次計画（令和３

年度から７年度）の実績の平均値である３．２時間以下となることを目指

す。 

（２）年次有給休暇取得の促進 

   全職員が年間５日以上、年次有給休暇を取得する。 

   全職員の平均年次有給休暇取得日数が１０日以上となることを目指す。 

（３）管理的地位に占める女性職員の割合の向上 

   令和７年度の管理的地位にある職員に占める女性職員の割合の実績であ

る４０．０％以上を目指す。 

 

４ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標を達成するための取組 

  ３で掲げた数値目標の達成に向け、次の取組を実施する。 

（１）時間外勤務の適正管理 

   定時退庁ができない職員が多い課等を総務課が把握し、管理職員への指

導の徹底を図る。 

（２）休暇取得の促進 

  ① 職場全体で計画的な年次有給休暇の取得促進を図る。 

  ② 週休日及び国民の休日や年末年始の前後における年次有給休暇の取得

など、連続休暇の取得促進を図る。 

（３）女性職員の管理的地位への登用推進 



   女性職員を多様なポストに積極的に配置する。 

（４）仕事と生活の調和の推進 

   効率的な業務運営や良好な職場づくりを実施する。また、ライフイベン

ト等（出産・育児、介護、看護等）に合わせ、性別を問わず、全職員に対

し、各種制度（育児休業・休暇、時間外勤務の免除、介護休暇、看護休暇

等）を周知し活用を促す。 

 


